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文書質問について（回答） 

 

令和３年９月８日付け富議発第４７号による文書質問のうち鈴木幸司議員の質問につい

て、次のとおり回答します。 

 

１ 違法に残土が埋め立てられた土地で営業するキャンプ場への対処について 

⑴ 原状回復について 

違反事業の経過 

平成３０年 ５ 月  違反事業を発見、埋立事業者に中止するよう指導 

平成３０年 ７ 月  埋立て事業者に中止命令及び原状回復命令処分 

平成３０年 ８ 月  事実公表 

令和 元 年１２月  告発状を富士警察署に提出し受理された。 

令和 ２ 年 ７ 月  事業地がキャンプ場事業者に売買された。 

令和 ２ 年１１月  条例違反及び森林法違反で埋立て事業者を逮捕 

令和 ３ 年 ２ 月  埋立て事業者に執行猶予付の有罪判決が下された。 

 

市はキャンプ場事業者に対し、この土地を埋め立てた事業者を条例違反及び森林法

違反で告発していることや、土地利用よりも原状回復が最優先事項であることを丁寧

に説明、指導し理解を求めましたが、キャンプ場事業者は市の指導を受け入れること

なくキャンプ場をオープンさせました。このためキャンプ場としての利用を中止させ

るべく法律相談等を行いましたが、現在のところ中止させる根拠法令はありません。 

これまで市が発出した原状回復命令等の行政処分は埋立事業者に対して効力があ

り、キャンプ場事業者には効力が及ばないため、原状回復についての協議及び指導は

埋立事業者と行っています。 

埋立事業者に対し、本年６月に条例に基づく意見聴取を行っており、その中で原 

状回復を履行するに当たりキャンプ場事業者との協議を促し、土砂の処分先やスケ 

ジュール等を明記した是正計画書を提出するよう求めています。 



現時点では是正計画書の提出はされていないものの、キャンプ場事業者との協議に

は前向きな姿勢を見せており、今後も原状回復の履行を強く求めていきます。 

キャンプ場事業者に対しては、原状回復命令の対象者ではないものの、敷地を安全

に管理する責務があり、土砂が流出し被害をもたらした場合には責任を負わなければ

ならないことを説明し、埋立事業者が行う原状回復に協力するよう求めています。 

 

⑵ 違法建築物への対処について 

「違反建築物に対しどのように対処していくか」についてですが、はじめに都市

計画法違反の建築物の設置を確認したという本市の見解と、何ら違法なく経営して

いると主張するキャンプ場事業者の見解との相違について説明します。 

キャンプ場事業者がＳＮＳで「開発中止に関しましては、キャンプ場及びピク 

ニック緑地は開発行為から除外されておりますので、何ら違反なく経営しており 

ます。」と広言していることについては、キャンプ場事業者が言っているとおり、 

キャンプ場は、周辺地域の環境に悪影響をもたらすおそれがあるものとして規制の

対象となる工作物ではないため、都市計画法で定める開発行為に該当しません。 

しかしながら、当該キャンプ場は、本市の市街化調整区域に位置するため、建築

物を設ける場合は、建築許可が必要となりますが、コンテナを改修したトイレや作

業小屋をはじめ炊事場、薪小屋などの建築物を許可を受けずに設置したため、これ

らが違反建築物となることから都市計画法違反として是正指導しています。 

この状況については、キャンプ場事業者も認めており、見解の相違はないと認識

しています。 

これまでの経緯としては、キャンプ場事業者が昨年８月にキャンプ場開設の意向

を示した時から、事前指導をしていましたが、本年１月に現地調査を行い違反建築

物を確認しました。 

これに対し、幾度となく指導してきた結果、本年３月の現地調査により是正を確

認し、一時は是正指導を終了していましたが、６月に行った現地調査で新たな違反

建築物を確認したため、都市計画法の定めに従い、是正計画書の提出を促す「報告

要求」を行いました。 

提出された計画書にある是正期限後に現地を確認したところ、是正されていな 

かったため、本市が期限を定め、その期限内に是正措置を行うように勧告をしまし

た。 

本年８月２５日に全ての是正を確認したため、現時点においては是正終了と捉え

ています。 

しかしながら、キャンプ場事業者の是正方法は、トラックの荷台に乗せ、建築物

ではなく車両とする簡易的なものであり、キャンプ場の営業を継続する意思も示し

ていることから、今後も継続的に現地を監視していく必要があると考えています。 

今後定期的に行う現地調査によって、再度違反建築物を発見した場合は、これま

での経過を踏まえ、ただちに次の段階である「弁明の機会の付与」、「是正命令」な

ど、都市計画法に基づいた手続を進め、最終的には警察への告発も視野に入れ、毅

然とした対応を行っていきます。 



 

２ 学校給食の公会計化に伴い学校給食用の業者登録制度を設けること等について 

⑴ 学校給食用の業者登録制度について 

本市の学校給食費の公会計化については、令和５年度からの実施を目指し、教育総

務課を中心に教育委員会関係課、校長会代表及び共同学校事務室並びに総務部、財政

部、福祉こども部及び会計室の関係課で構成する富士市学校給食費公会計化準備委員

会を設置し、検討を進めています。 

公会計化の検討を進める中で、食材調達の仕組みの検討もしていますが、学校給食

用食材の事業者登録制度については、現在も納入を希望する事業者に対し説明会を開

催し、衛生管理や品質管理等の登録条件が確認された事業者に登録をしていただくこ

とで、質のよい食材調達に努めています。 

なお、説明会の開催については、市のウェブサイトに掲載し、新規に納入を希望す

る事業者に情報提供しています。 

小規模事業者についても、これまでと同様に登録できますので、公会計化後も各学

校がこのような登録事業者の中から発注を行い、地元事業者を利用するよう徹底を 

図っていきます。 

 

⑵ 給食食材の当日キャンセルの可能性について 

現在、市内小中学校及び富士川学校給食センターは、主食については公益財団法人

静岡県学校給食会と、副食等については各食材納入事業者と売買契約を締結し、食材

の納入を受けています。 

売買契約書の中で、主食の米飯については実施日の前日の正午まで、副食等の物資

は納入日の前々日の午後５時までに連絡するなど、食材ごとにキャンセルできる期限

を定めています。 

このため、緊急事態宣言発令期間中かどうかに関わらず、給食実施日の当日にキャ

ンセルすることはありません。 

 

⑶ 学校給食運営審議会及び専門懇話会の開催状況及び内容について 

学校給食を適正かつ円滑に運営するための審議を行うため、令和２年度に学校給食

運営審議会（別紙１）を設置し、同年度に２回開催しました。 

また、審議会のほかに、学校給食に関するさまざまな課題について、保護者、給食

事業者その他の関係者から意見を求めるため、給食供給方式、主食納入、副食等物資

納入及び衛生管理の４つの専門懇話会（別紙２）を設置し、令和２年度は３月に副食

等物資納入検討専門懇話会を開催しました。 

今年度は、７月に主食納入検討専門懇話会を開催し、新学期から夏休み前までの主

食の提供について振り返り、主食納入事業者と学校関係者により課題や要望について

意見交換を行いました。 

８月には、衛生管理専門懇話会として、学校薬剤師による資料提供や保健所による

衛生監視指導実施後の事後指導等を内容とした専門懇話会を書面開催しました。 

書面により、委員の皆様から多くのご意見をいただきましたので、取りまとめの上、



共有していきます。 

今年度下半期は、学校給食運営審議会、給食供給方式に係る検討専門懇話会等を開

催し、本市の学校給食を運営する中での課題解決を図っていきます。 

 

  



別紙１ 

「富士市学校給食運営審議会」の設置について 

 

１．設置の必要性 

  学校給食においては、給食費の適正価格、物資購入のあり方、献立の内容、学校給食

の提供方法など学校給食を適正かつ円滑に運営するための審議の他、より効率的な運営

方法のあり方や給食費の公会計化などの課題があります。 

学校給食の食材料費は給食費として保護者並びに教職員が負担していますが、給食運

営にかかる調理員等の人件費、燃料費、施設管理費、備品修繕費等は公費で賄われてい

ることから、今後の学校給食の方向性について、学校関係者やＰＴＡだけでなく、市民

感覚の意見や有識者の意見を取り入れた審議会を整える必要があると考え、令和２年度

に本審議会を設置いたしました。 

  

２．審議会の役割 

  (1) 学校給食の運営に関すること。 

 (2) 給食指導に関すること。 

(3) 給食費に関すること。 

(4) 給食物資・献立に関すること。 等 

 

３．委員構成（１０人）   任期：２年 

  (1) 市立小中学校ＰＴＡの代表（３人 市 P 連会長、他２名） 

 (2) 公募委員（２人） 

(3) 有識者（２人 薬剤師、公認会計士等） 

(4) 保健所職員（１人） 

(5) 市立小中学校長の代表（２人 小学校校長、中学校校長）  

  事務局：学務課（課長、保健担当、給食センター長）、学校教育課教育指導室長 

学校栄養士代表、調理主任代表 

 

４．開催回数と内容 

  年２回程度   

１回目 ２回目 

学校給食年間活動報告 

献立作成について 

食材購入について 

学校給食費について 

学校給食優良校の選定につい

て 

献立作成について 

食材購入について 
 

※ 今後は学校給食費公会計化についても審議していきます。 



別紙２ 

 

専門懇話会の種類 意見を求める事項 参加者 

給食供給方式検討 

専門懇話会 

給食運営に係る供給方式等に関する

事項 

事業者代表 ３人程度 

保護者代表 ２人程度 

学識経験者 

学校給食を考える会代

表 

学校長代表 

栄養士代表 

調理員代表 

主食納入検討 

専門懇話会 
主食の納入に関する事項 

主食納入事業者 

県学校給食会 

学校長代表 

栄養士代表 

調理員代表 

副食等物資納入検討 

専門懇話会 
副食等の納入に関する事項 

事業者代表  

保護者代表 ２人程度 

学校長代表 

栄養士代表 

調理員代表 

衛生管理 

専門懇話会 

調理工程における衛生管理及び異物

混入の防止に関する事項 

保健所食品衛生監視専門班 

薬剤師 

学校長代表 

栄養士 

主任調理員 

 


